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最近テレビＣＭなどで、「リボ」や「あとからリボ」などという言葉をよく聞きます。 

クレジットカードを利用する支払い方法には、「一括払い」「分割払い」「リボルビング払

い」があり、「リボ」とは、このリボルビング払いのことを指します。リボ払いは、最初に決

めた一定の金額を毎月支払えば、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できま

す。月々の支払いを一定にすることができ、家計が管理しやすい利点がある一方、支払

残高があるかぎり支払いが続くため、どの商品の支払いがいつ終わったのか分かりづら

い一面があります。手数料がかかり、仕組みや返済の仕方が分かりにくい場合もあるの

で、無計画に利用すると支払いが困難になります。 

リボ払いは、店頭で購入時に申し出る「店頭リボ」、１回払いを選択した後でクレジット

会社に申し出る「あとからリボ」、リボ払い限定の「リボ専用カード」、以後のカード利用を

すべてリボ払いにする「事前登録リボ」などがあります。いずれにせよ、カード利用は計

画的に行いましょう。 


